
【旧尾道・御調・向島地区】 尾道市クリーンセンター （☎0848-48-2900）
 　衛生施設センター【持込】・清掃事務所【収集】
【因島地区（原・洲江含む）】 南部清掃事務所 （☎0845-24-0432）
【 瀬 　 戸 　 田 　 地 　 区】 南部清掃事務所瀬戸田分所 （☎0845-27-0454）

～毎月1日は
「門前清掃の日」です～

日曜にも受け取れます
マイナンバーカード

金曜は午後7時まで市民課
関係窓口を時間延長します

マイナンバーカード（個人番号
カード）の交付案内が届いた人
６月28日㈰	8：30〜12：00	※次回は７月26日㈰です。
本庁市民課のみ	※市民課以外の各支所が交付場所
になっている人は、６月24日㈬までにご連絡ください。
・マイナンバーカード交付通知書兼照会書（交付
案内に同封）

・本人確認書類（交付案内参照）
・通知カード（回収します）
・住民基本台帳カード（回収します・お持ちの人のみ）
市民課（☎0848-38-9102）

本庁市民課、因島総合支所市民生活課
戸籍、住民票、印鑑・所得証明書の発行、パスポー
トの受け取りなど

※住所変更、パスポートの申請はできません。
市民課（☎0848-38-9102）
因島総合支所市民生活課（☎0845-26-6208）

※所得に関する証明については、事前に担当課へ
ご確認ください。
収納課（☎0848-38-9172）
因島瀬戸田市民税係（☎0845-26-6227）

環境資源リサイクルセンター （☎ 0848-48-2212）
10：00〜16：30／月・祝日休館

６／21㈰
13：30〜

自転車かんたん修理教室
300円　 ２人　 修理用自転車など

※	毎年７月に開催している夏のリサイクル市セールは、
新型コロナウイルス感染防止のため、開催時期の変更
を検討しています。ご了承ください。

7月の出張販売
７／15㈬ 10：30〜14：00  瀬戸田市民会館前駐車場

７／17㈮ 10：00〜14：00  道の駅クロスロードみつぎ

７／18㈯ 10：00〜14：00  市民センターむかいしま

６月の「休日」のごみ持込受付（対象は家庭ごみです）

27日㈯ 御調清掃センター 8：30〜11：00

28日㈰

尾道市クリーンセンター

8：30〜12：00南部清掃事務所

瀬戸田名荷埋立処分地

※	持込の際は新型コロナウイルス感染症対策のためマスクの着用
をお願いします。

※必ず分別をして持ち込んでください。（資源物・粗大ごみを含む）
※	向島クリーンセンター・因島リサイクルセンターは休日の持込
受付はありません。

新型コロナウイルスなどの感染症対策としての
ご家庭でのマスク等の捨て方
　新型コロナウイルスなどの感染症に感染した人やその疑いのある人などがご家庭にいる場合、鼻水等が付着
したマスクやティッシュ等のごみを捨てる際は、	「ごみに直接触れない」「ごみの袋はしっかりしばって封を
する」「ごみをすてた後は手を洗う」	ことを心がけましょう。
　ごみを出す際は決まりを守って、ポイ捨ては絶対にやめましょう。

https：//www.facebook.com/onomichi.recycle
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井戸水を飲用している皆さんへ

マイナンバー（個人番号）通知カードは
廃止されます

住宅建設を計画している皆さんへ
中間検査を引き続き実施します

くらしの窓 市からのお知らせ

国保を脱退するには
手続（届出）が必要です

　国民健康保険に加入している人が
職場の健康保険に加入する場合は、
国民健康保険を脱退する手続（届出）
が必要です。保険年金課か各支所で
手続きをしてください。
・国民健康保険証と職場の健康保
険証（両方）

　・世帯主と国保を脱退する人のマイ
ナンバー通知カードかマイナン
バーカード等

　・来庁者の本人確認書類（免許証
等顔写真のあるものは1点。それ
以外は2点。）

保険年金課
　（☎0848-38-9142）

市・県民税（令和2年度）
納税通知書の発送と納期限

　令和２年度の市・県民税納税通知
書は、６月中旬に発送します。

■納期限（個人納付）

第1期 ６月30日㈫

第 2期 ８月31日㈪

第 3期 11月２日㈪

第 4 期 ２月１日㈪

市民税課
（☎0848-38-9154）
因島瀬戸田市民税係

（☎0845-26-6227）

環境政策課（☎0848-38-9434）

市民課（☎0848-38-9102）

　マイナンバー（個人番号）の「通知カード」は、５月25日に廃止され、通知
カードの再交付申請や住所・氏名などの券面記載事項の変更手続きはでき
なくなりました。現在お持ちの通知カードは、住所・氏名等に変更がない
限り、引き続きマイナンバーを証する書類として使用できます。
　今後、通知カードの住所や氏名などが住民票と一致していない場合は、
記載事項の変更や再発行の手続きができないため、マイナンバーカードを
取得いただくか、マイナンバー入りの住民票（１通300円）を取得していただく
必要があります。
※初めてマイナンバーが付番される人には、「個人番号通知書」が送付され
ます。

○井戸周辺を清潔にして、水が汚染されないようにしましょう。
○味や色に異常を感じた時は、すぐに飲むのをやめてください。
○井戸水は定期的に水質検査を行い、安全を確認してから飲みましょう。
基準を超えた井戸水は、飲まないでください。
※御調地域ではフッ素が、原田地域ではヒ素が多いことがあります。
（地質由来）
※田畑の近くでは、肥料の影響により窒素が高くなることがあります。

○検査は、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関で受けられます。
※詳しくはお問い合わせください。

【追加される対象建築物】
〇３階建て以上の共同住宅（法令で指定するものを除く。）
〇３階建て以上の長屋

建築課（☎0848-38-9245）

　現在、市では建築確認を受けた戸建て住宅の中間検査を行う期間を令和
２年12月31日までとしていますが、令和５年12月31日まで延長します。
　また、令和３年１月１日より中間検査を行う建築物の対象が追加されます。
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